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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

大型車の車輪脱落事故防止について

令和５年９月
東北運輸局自動車技術安全部

掲載事項

① 令和４年度東北管内車輪脱落
事故発生状況（速報値）

② 大型車を取り扱う指定工場の
監査時による実態調査結果
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保守管理作業解説動画
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令和５年１月 23日 

 

令令和和４４年年度度  自自動動車車特特定定整整備備業業実実態態調調査査結結果果のの概概要要ににつついいてて  

  

一  般

社団法人 日本自動車整備振興会連合会 

調査企画部 調査企画課 

 

この度、令和４年度の自動車特定整備業実態調査の結果がまとまりましたので、概要をお知ら

せします。 

 

１１．．目目的的  

本調査は、自動車整備業の現状および経営状況等の実態を把握し、同事業の健全な発達に資

する方策の基礎資料として活用することを目的として実施しています。 

 

２２．．調調査査時時点点  

令和４年６月 30日現在。整備売上高については、令和３年７月１日から令和４年６月 30日

までに決算が終了した事業実績であり、会計年度では「令和３年度」実績となります。 

 

３３．．調調査査結結果果のの概概要要（（別別紙紙参参照照））  

道路運送車両法に規定する自動車整備事業者(令和４年６月 30 日時点 91,711 事業場)の中

から、２割を対象として調査を行いました。(有効回答率 45％) 

令和４年度調査における総整備売上高は５兆 7,388 億円となり、前年度より 1,878 億円

(3.4％)増と２年ぶりに増加しました。 

なお、詳細は、４月に発刊予定の｢令和４年度版 自動車整備白書｣に掲載します。 

 

 

（業態区分） 

専 業：自動車整備業の売上高が総売上高の 50%を超える事業場 

兼 業：兼業部門（自動車販売、部品用品販売、保険、石油販売等）の売上高が総売上高の 

50%以上を占める事業場（ディーラーを除く） 

デ ィ ー ラ ー：自動車製造会社または国内一手卸売販売会社と特約販売店契約を結んでいる企業の 

事業場 

自 家：主として自企業が保有する車両の整備を行っている事業場 

    

別 添 
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別 添 

2,令和４年度 自動車特定整備業実態調査結果の概要について
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（（２２））事事業業場場数数  

調査時点における事業場数は 91,711事業場で、前年度より 257事業場(0.3%)増と７年ぶ

りに増加しました。 

指定工場数は 30,104事業場で、前年度と比較すると 21事業場(0.07％)増加しました。 

 

 

作業内容

２ 年 １ 年 小 計 １ 年 ６ か 月 ３ か 月 小 計

売上高 8,527 4,466 12,993 599 160 405 1,164 4,975 8,545 27,677

増減額 +238 +219 +457 +23 +19 -18 +24 +24 +415 +920

増減比 +2.9% +5.2% +3.6% +4.0% +13.5% -4.3% +2.1% +0.5% +5.1% +3.4%

売上高 6,111 3,806 9,917 423 127 359 909 3,891 6,429 21,146

増減額 +269 +220 +489 +20 +26 -24 +22 +64 +427 +1,002

増減比 +4.6% +6.1% +5.2% +5.0% +25.7% -6.3% +2.5% +1.7% +7.1% +5.0%

売上高 2,416 660 3,076 176 33 46 255 1,084 2,116 6,531

増減額 -31 -1 -32 +3 -7 +6 +2 -40 -12 -82

増減比 -1.3% -0.2% -1.0% +1.7% -17.5% +15.0% +0.8% -3.6% -0.6% -1.2%

売上高 7,847 1,586 9,433 2,379 410 246 3,035 4,675 10,197 27,340

増減額 +291 -184 +107 +107 +40 +8 +155 +422 +237 +921

増減比 +3.9% -10.4% +1.1% +4.7% +10.8% +3.4% +5.4% +9.9% +2.4% +3.5%

売上高 728 318 1,046 64 4 38 106 393 826 2,371

売上高 17,102 6,370 23,472 3,042 574 689 4,305 10,043 19,568 57,388

増減額 +615 -14 +601 +155 +19 -33 +141 +384 +752 +1,878

増減比 +3.7% -0.2% +2.6% +5.4% +3.4% -4.6% +3.4% +4.0% +4.0% +3.4%

（単位・億円）

業態

専・兼業

そ の 他

整 備
合 計

定 期 点 検 整 備
事故整備

車 検 整 備

専 業

兼 業

合計

ﾃﾞｨｰﾗｰ

自家

92,001 91,883 91,605 91,533 91,454 91,711 

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

平成29年度 30年度 令和元年度 ２年度 ３年度 ４年度

事業場数

自家

専･兼業

ディーラー

-0.07%
-0.13%

-0.30%

-0.08% -0.09%

+0.3%

-0.4%

-0.2%

0%

+0.2%

+0.4% 対前年度増減率

 2 / 5 

 

（（１１））総総整整備備売売上上高高  

直近６年間の総整備売上高の推移をみると、前年度は５年ぶりの減少となりましたが、令

和４年度は増加に転じました。 

業態別に前年度と比較すると、専・兼業が 920 億円(3.4％)増、ディーラーが 921 億円

(3.5％)増、自家が 37億円(1.6％)増と、いずれも増加しました。 

作業内容別では、「車検整備」が 2.6％増、「定期点検整備」が 3.4％増、「事故整備」が

4.0％増、「その他整備」が 4.0％増と、いずれも増加しました。 

 

  

平成２９年度 ３０年度 令和元年度 ２年度 ３年度 ４年度 R4-R3

26,558 26,077 26,274 26,650 26,757 27,677

+1.0% -1.8% +0.8% +1.4% +0.4% +3.4%

19,947 19,364 19,444 19,854 20,144 21,146

+1.0% -2.9% +0.4% +2.1% +1.5% +5.0%

6,611 6,713 6,830 6,796 6,613 6,531

+1.2% +1.5% +1.7% -0.5% -2.7% -1.2%

26,147 26,927 27,672 27,749 26,419 27,340

+3.1% +3.0% +2.8% +0.3% -4.8% +3.5%

2,170 2,291 2,270 2,162 2,334 2,371

-5.8% +5.6% -0.9% -4.8% +8.0% +1.6%

54,875 55,295 56,216 56,561 55,510 57,388

+1.7% +0.8% +1.7% +0.6% -1.9% +3.4%

（単位・億円）

　

 業  態

+1,002

+920

+37

+1,878

自家

合計

専・兼業

ﾃﾞｨｰﾗｰ

-82

+921

専 業

兼 業

54,875 55,295 56,216 56,561 55,510 
57,388 

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

(億円) 総整備売上高

専・兼業

ディーラー

自家

+1.7%
+0.8%

+1.7%
+0.6%

-1.9%

+3.4%

-5%

0%

+5%

対前年度増減率

調査年度
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売上高 728 318 1,046 64 4 38 106 393 826 2,371

売上高 17,102 6,370 23,472 3,042 574 689 4,305 10,043 19,568 57,388

増減額 +615 -14 +601 +155 +19 -33 +141 +384 +752 +1,878

増減比 +3.7% -0.2% +2.6% +5.4% +3.4% -4.6% +3.4% +4.0% +4.0% +3.4%
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業態

専・兼業

そ の 他

整 備
合 計

定 期 点 検 整 備
事故整備

車 検 整 備

専業

兼業

合計
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事業場数
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-0.13%
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+0.3%

-0.4%

-0.2%

0%

+0.2%

+0.4% 対前年度増減率
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（（３３））整整備備関関係係従従業業員員数数  

整備関係従業員数は 547,332人で、前年度より 2,662人(0.5％)増加しました。 

  

（（４４））整整備備要要員員数数おおよよびび整整備備士士数数  

整備要員数は 399,619人で、前年度とより 667人(0.2％)増加しました。 

整備士数は 331,681人で、前年度より 2,638人(0.8％)減少、整備要員数に対する整備士

数の割合(整備士保有率)は 0.8ポイント低下して 83.0％になりました。 

 

（参考）内数として、女性整備要員数は 19,237人(632人増)、女性整備士数は 10,489人

(441人減)、整備要員数に占める女性整備要員数の割合は 4.8％、整備士数に占め

る女性整備士数の割合は 3.2％となっております。 

 

（（５５））整整備備要要員員１１人人当当たたりり年年間間整整備備売売上上高高  

整備要員１人当たり年間整備売上高（自家を除く）は 14,433千円で、前年度より 3.2％

増加しています。 

業態別では、専・兼業は 10,514千円(3.2％増)、ディーラーは 23,180千円(3.3％増)と

なりました。 

 

（（６６））整整備備要要員員平平均均年年齢齢  

整備要員平均年齢（自家を除く）は 46.7歳で、前年度より 0.3歳上昇しました。 

 

（（７７））整整備備要要員員平平均均年年収収  

整備要員平均年収（自家を除く）は 4,044千円、前年度と比較すると 57千円（1.4％）

増加しています。 
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別別紙紙  

自自動動車車整整備備業業のの概概要要  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 総整備売上高　　（億円） 54,875 55,295 56,216 56,561 55,510 57,388 103.4 ％

26,558 26,077 26,274 26,650 26,757 27,677

（比率、％） (48.4) (47.2) (46.7) (47.1) (48.2) (48.2)

19,947 19,364 19,444 19,854 20,144 21,146

（比率、％） (36.3) (35.0) (34.6) (35.1) (36.3) (36.8)

6,611 6,713 6,830 6,796 6,613 6,531

（比率、％） (12.0) (12.1) (12.1) (12.0) (11.9) (11.4)

26,147 26,927 27,672 27,749 26,419 27,340

（比率、％） (47.6) (48.7) (49.2) (49.1) (47.6) (47.6)

2,170 2,291 2,270 2,162 2,334 2,371

（比率、％） (4.0) (4.1) (4.0) (3.8) (4.2) (4.1)

2. 企  業  数 73,083 73,018 72,845 72,523 72,214 72,370 100.2 ％

3. 事業場（工場）数 92,001 91,883 91,605 91,533 91,454 91,711 100.3 ％

72,200 71,993 71,734 71,654 71,585 71,939 100.5 ％

56,868 56,270 56,032 56,156 56,075 56,483 100.7 ％

15,332 15,723 15,702 15,498 15,510 15,456 99.7 ％

16,180 16,252 16,349 16,315 16,305 16,269 99.8 ％

3,621 3,638 3,522 3,564 3,564 3,503 98.3 ％

4. 指定工場数 29,983 30,075 30,087 30,085 30,083 30,104 100.1 ％

5. 整備関係従業員数　（人） 534,279 535,418 536,493 539,086 544,670 547,332 100.5 ％

6. 整備要員（工員）数　（人） 399,717 399,374 399,135 399,218 398,952 399,619 100.2 ％

336,360 338,438 336,897 339,593 334,319 331,681 99.2 ％

84.1 84.8 84.4 85.1 83.8 83.0

7. 1 事業場当り整備要員数 （人） 4.3 4.3 4.4 4.4 4.4 4.4 ±0.0 人

8. 保有車両数  （3月末、千台） 81,260 81,563 81,789 81,850 82,078 82,175 100.1 ％

9. 技術料（工賃）の値上率　（％） + 0.7 + 1.0 + 1.5 + 2.0 + 2.0 + 2.5

10. 10,021 9,866 9,963 10,115 10,190 10,514 103.2 ％

専　　　業 9,751 9,581 9,647 9,817 10,007 10,428 104.2 ％

兼　　　業 10,929 10,794 10,982 11,097 10,790 10,801 100.1 ％

22,639 23,212 23,635 23,646 22,440 23,180 103.3 ％

13,850 13,936 14,166 14,284 13,981 14,433 103.2 ％

11. 49.3 49.7 49.9 50.2 50.8 51.2 +0.4 歳

専　　　業 50.3 50.8 50.9 51.2 51.8 52.1 +0.3 歳

兼　　　業 46.1 46.3 46.8 47.0 47.7 48.0 +0.3 歳

35.0 35.3 35.5 35.7 36.4 36.8 +0.4 歳

45.0 45.3 45.5 45.7 46.4 46.7 +0.3 歳

12. 3,573 3,582 3,622 3,653 3,674 3,703 100.8 ％

専　　　業 3,523 3,539 3,571 3,604 3,624 3,646 100.6 ％

兼　　　業 3,742 3,722 3,786 3,814 3,840 3,892 101.3 ％

4,569 4,661 4,606 4,660 4,685 4,805 102.6 ％

3,875 3,911 3,924 3,963 3,987 4,044 101.4 ％

４年度 R4／R3
                                         調査年度

項目
３年度

専　　　 　　業
105.0 ％

専　・　兼　業
103.4 ％

平成２９年度 ３０年度 令和元年度 ２年度

兼　　　　　 業
98.8 ％

　うち整備士数　（人）

デ ィ ー ラ ー
103.5 ％

自　　　　　 家
101.6 ％

専 ・兼業

専 業

兼 業

ディーラー

自 家

　整備士保有率　（％） ―

―

整備要員
１人当たり
年間整備
売上高
（千円）

専・兼業

ディーラー

平　均（自家を除く）

（注）　各項目の数値は、 各年６月末現在のものである。 ただし売上高は、 各事業場の６月に最も近い決算期の数値によるものである。

        事業場数と指定工場数は国交省、保有車両数は自検協の集計により、その他は、各県自動車整備振興会の会員事業場に対する

　　　　２割の抽出調査から、全体を推計している。

整備要員
平均年齢
　（歳）

専・兼業

ディーラー

平　均（自家を除く）

整備要員
平均年収
（千円）

（給与、各種手

当および賞与）

専・兼業

ディーラー

平　均（自家を除く）
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　令和６年 10 月より本格運用を予定しておりますＯＢＤ検査ですが、ＯＢＤ検査システムを利用

するにあたって事前準備が必要となっております。ＯＢＤ検査システムの利用を検討されている

方は、下図のフローチャートを参考に事前準備を進めていただきますようお願いいたします。

（※指定工場（対象自動車が大型特殊自動車、小型二輪自動車のみの事業場は除く）の利用登録は必

須です。認証工場の利用登録は任意ですが、持ち込み検査前にＯＢＤ検査の合否判定が出来ること

になりますので、是非利用登録下さい。）

　※指定工場で振興会経由申請を希望する方は指導部までご連絡をお願いします。

令和６年 10月開始（予定）の OBD検査についてのお知らせ令和６年 10月開始（予定）の OBD検査についてのお知らせ

【ＯＢＤ検査システム利用登録についてのフローチャート】

①

②

③

④

⑤

②

OBD検査システム概要の確認（説明会への参加等）

OBD検査　プレ運用開始（令和５年10月～）

自動車技術総合機構から登録完了通知をメールにて受信

【自動車技術総合機構への

　　　　　　　　直接申請】

OBD検査システムへの

利用登録申請

指定工場

【振興会経由での申請】

OBD検査システムへの

利用登録申請

認証工場

クライアント証明書インストール

ログイン/利用者（工具・検査員等）登録

特定DTC照会アプリダウンロード/インストール

【指定工場】

OBD検査（完成検査）

事前準備
（令和５年４月～）

検査開始
（令和６年10月～）

【認証工場】

OBD確認

持ち込み検査

（OBD検査省略）

3,令和６年10月開始（予定）のＯＢＤ検査についてのお知らせ

82



指定工場の皆様へ 

  
OODDBB 検検査査シシスステテムム登登録録完完了了報報告告ののおお願願いい  

前項（P ）OBD 検査システム利用登録、フローチャート⑤のロロググイインン／／利利用用者者（（工工員員・・検検査査
員員等等））のの登登録録が完了した事業者におかれましては、お手数ですが下の表にご記入の上、FAX にて
送信をお願い致します。 

  
  
  

振振興興会会指指導導部部行行    FFAAXX002222--223399--77552255  
ＯＯＢＢＤＤ検検査査シシスステテムム登登録録完完了了報報告告  

  

所所属属支支部部  支部  

認認証証番番号号  ３－        指定番号 ３－ 

事事業業場場名名   
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ククリリッッククすするる  

OOBBDD 検検査査シシスステテムム利利用用登登録録申申請請((振振興興会会一一括括申申請請))ににつついいてて  
振興会 HP より申請して下さい。 

HP アドレス https：//oasis-miyagi.or.jp 

①①振振興興会会 HHPP                   ②②会会員員 TTOOPP ペペーージジ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
③③OOBBDD シシスステテムム申申請請ペペーージジ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

※※振振興興会会がが実実施施すするる一一括括申申請請はは利利用用登登録録申申請請ままでででですす。。その後、1週間～1 ヶ月程で利用登録申請したメ

ールアドレスに自動車技術総合機構(運用管理センター)より登録完了メール(初回ログイン URL)とクラ

イアント証明書用招待コード等が記載されたメールが届きますので、各事業場でクライアント証明書の

インストールをして、初回ログイン URL よりログインと利用者登録を行って下さい。 

登録の方法はＯＢＤ検査ポータルサイト https://www.obd.naltec.go.jp/mainte/ をご覧ください。 

  

「ＯＢＤ検査ポータル」サイト 

       ⇓ 

整備事業者の方 

       ⇓ 

操作マニュアル学習教材 

       ⇓ 

      研修教材 

       ⇓ 

利用者管理システム操作方法（2.整備事業者向け研修資料） 

※クライアント証明のインストール方法（手順）は 34 項～をご覧ください。 

※当該システム操作方法でご不明な点等ございましたら、 

 『『ＯＯＢＢＤＤ検検査査ココーールルセセンンタターー』』（（TTEELL：：００５５７７００――００２２２２――５５７７４４））  ににおお問問合合せせ下下ささいい。。  

ククリリッッククししてて会会員員ロロググイインン  

ユーザー名、パスワードの

初期設定は認認証証番番号号 44 桁桁 

振振興興会会一一括括申申請請のの方方ははここちちららかからら申申請請ししてて下下ささいい。。

該該当当すするる方方ををククリリッッククししてて

入入力力シシーートト画画面面にに進進むむ  
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振振興興会会⼀⼀括括申申請請⼊⼊⼒⼒画画⾯⾯  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   上に続く 
                     
 

単単独独事事業業場場  

認証工場、又は指定工場を選択 

ＯＢＤ検査システム利用上の管理責任者

管理責任者または各種申請状況の通知

等を受け取れるメールアドレスを入力 

入力不可はそのまま飛ばす
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上に続く 

グループ事業場

認証工場、指定工場、グループのみから

選択 

上を選択したら次へを押す 

ＯＢＤ検査システム利用上の

グループ統括管理責任者を入

統括管理責任者のメールアドレス

を入力 

ＯＢＤ管理システム利用上の

管理責任者を入力 

管理責任者または各種申請状況の通知

等を受け取れるメールアドレスを入力 

事業者名等、グループ名を入力

統括する事業者(本社等)に事業場

がある場合は入力 

統括責任者が在籍する住所(本社等)

を入力 

必要項目を入力したら次へを押す 

各事業場を入力する 

最後まで入力、又は下までスクロールして次へを押す

次の事業場がある場合は最後まで入力、無い場合は
下までスクロールして送信を押す 
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B-18-0328-20190930

補償内容は、「日整連自動車整備業賠償共済保険」パンフレットをご参照ください｡詳しい内容につきましては、「重要事項説明書」・「ご加入のしおり」をご覧ください。
      

03（3264）1511<取扱代理店>一般財団法人全国中小企業共済財団 （全共済）

4,自動車整備業賠償共済保険のご案内
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日本自動車整備商工組合連合会

飛飛びび石石等による

が多発しています。

自自動動車車保保険険のの等等級級制制度度のの改改定定にによよりり （（平平成成24年年10月月））

車両盗難、落書き、飛飛びび石石などで車両保険等を使った場合、

翌年度 等級据え置き ⇒ １１等等級級ダダウウンンに

結結果果、、車車両両保保険険をを使使わわずずにに自自費費でで修修理理さされれるるおお客客様様がが多多くく

見見受受けけらられれまますす!!

そんなときに!!

Check
Point!!

お客様の固定化
入庫誘導のための

5,「てんけん安心見舞金」制度のご案内
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フロントガラス交換費用や保険料の増加など

お客様の負担軽減のために

をご提案いたします。

≪利用方法は≫

本制度は納車時に※下記事項を記載してお客様にプレゼント
証を発行するだけ!! ※ 車検・点検・オイル交換・新車又は中古車販売時等

＊使用者名 ＊登録番号(車両番号) ＊点検実施日 ＊納車日時
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プレゼント証を発行された自動車が、飛び石や落下物、飛来物により、

フロントガラスが損壊※し交換する場合

をお客様の指定する口座へお支払します。

ささららにに、、フフロロンントトガガララスス損損壊壊見見舞舞金金以以外外ににもも、プレゼント証が発行された

自動車に搭乗している「「運運転転者者」」ままたたはは「「同同乗乗者者」が急激かつ偶然な外来

の事故で下記の事由に該当された場合、見舞金をお支払します。

※他の自動車や壁等に接触、衝突により損壊した場合を除きます。

Check
Point!!
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制度の詳細は、パンフレットをご覧ください。

安価な金額でお客様へプレゼントできます。

【【貴貴社社ののごご負負担担額額】

お客様の固定化に、是非ご活用ください。

【 お問い合わせは 】

宮城県自動車整備商工組合 TEL 022-236-3325

プレゼント証の有効期間は１年間となります。

””定期点検の入庫促進”に最適です！
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EETTCC セセッットトアアッッププ店店ににななるるとと、、車車載載器器販販売売かからら取取りり付付けけ、、セセッットトアアッッププ

ままででををワワンンスストトッッププでで実実施施ででききるるよよううににななりりまますす！！  

 
 
 
 
 
 

                 
 

■ 諸諸  費費  用用 金額（税別） 内  訳 

初初回回  

ののみみ 

保証金（非課税） 

27,000 円 

保証金（非課税）10,000 円 

**セセッットトアアッッププ店店廃廃止止時時ににはは返返金金致致ししまますす。。  

開業時セット 開業時セット 7,000 円 

初期設定費用 初期設定費用 10,000 円 

11 年年  

ごごとと  

貸与機器使用料 

24,000 円 
貸与機器使用料 22,000 円 

Web セキュリティ管理費 Web セキュリティ管理費 2,000 円 

11 月月  

ごごとと  
ETC 識別情報発行基本料金 

ETC：300 円 、ETC2.0：600 円  

*どちらかいずれかの請求となります。未実施の月は請求いたしません。 

 

■ 識識別別情情報報発発行行料料（（税税別別）） 

セット 

アップ 

１件ごと 

ETC 識別情報発行料 550 円 

ETC2.0 識別情報発行料 1,020 円 

【【おお問問合合せせ先先】】  

宮宮城城県県自自動動車車整整備備商商工工組組合合    TTEELL  002222--223366--33332255  

■■  セセッットトアアッッププ店店ののメメリリッットト  

・セットアップ手数料収入 

・車載器の販売利益 

・車載器の取り付け工賃収入 

■■  セセッットトアアッッププ店店のの要要件件  

・セットアップ業務を自ら行うこと 

・車載器の販売又は取り付けが行えること 

・インターネット接続が可能な PC を保有 

していること 

・経営内容が健全で、「法人」であること 

 

6,ＥＴＣセットアップ店　新規募集のご案内
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  売売掛掛未未収収金金ででおお困困りりででははあありりまませせんんかか？？

認証番号  　 ３　－ 支  部

○売掛未収金回収制度の利用申し込みは、下記事項をご記入の上、商工組合までFAXして下さい。

　　ＦＦＡＡＸＸ　　００２２２２－－２２３３６６－－３３３３４４７７

宮城県自動車整備商工組合　保険課　 ＴＥＬ ０２２－２３６－３３２５

事業場名

電話番号 ご担当者名

売掛未収金回収制度ののごご案案内内

そんな皆様の悩みを、債権回収専門の弁護士事務所との提携で

力強く支援いたします！！ （（ 提提携携先先 ：： 弁弁護護士士法法人人 東東新新宿宿綜綜合合法法律律事事務務所所 ））

● 回収専門の弁護士事務所が、組合

員の皆様に代わり未収金の回収を行い

ますので、本来の業務に集中できます！

● 完全成功報酬制ですので、事前の

費用負担はありません！

回収後は、回収金から業務委託手数料

30％＋消費税を差し引いてお支払い

いたします。
＊法律事務所 ： 業務委託手数料25％＋消費税

商工組合 ： 制度運用経費５％＋消費税

● 車検・整備代金、車の販売代金等、

法的に請求可能な1,000円以上の

幅広い債権に対応いたします！

＜＜ 制制度度のの概概要要 ＞＞

制度の構築

精 算
利用

申込み
支払い

書類

送付

未未 収収 先先
（（債債務務者者））

回収

業務

○ 利用申し込み先

宮城県自動車整備商工組合

○ 売掛未収金の回収依頼先（関係書類送付先）

弁護士法人 東新宿綜合法律事務所

○ 回収金の精算

回収の翌月末に商工組合からお振り込みします

＊振り込み手数料は組合員のご負担となります

商商工工組組合合

精 算

法法律律事事務務所所

◎◎ おお客客様様がが車車検検代代金金やや修修理理代代金金をを払払っっててくくれれなないい・・・・・・

◎◎ 電電話話やや郵郵送送でで何何度度もも請請求求すするるののがが大大変変・・・・・・

①
②

③
⑥

組組 合合 員員

⑤

④

2017.9.1
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8,クレジット決済取扱店のご案内
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